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植
物
防
疫
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第

七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
二
の
付
表
第
二
中
「
ケ
ン
ジ
ン
ト
ン
種
」を「
ア
ー

ル
二
イ
ー
二
種
、
ケ
イ
ト
種
、
ケ
ン
ジ
ン
ト
ン
種
、
ケ
ン

ト
種
及
び
パ
ル
マ
ー
種
」
に
改
め
、
同
表
第
十
中
「
及
び

リ
ュ
ウ
チ
ン
種
の
ス
ウ
ィ
ー
ト
オ
レ
ン
ジ
」
を
「
、
リ
ュ

ウ
チ
ン
種
の
ス
ウ
ィ
ー
ト
オ
レ
ン
ジ
及
び
ポ
メ
ロ
」
に
改

め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
農
林
水
産
省
令
第
八
十
四
号

植
物
防
疫
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）

第
七
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
植
物
防
疫
法

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。平

成
十
一
年
十
二
月
十
七
日

農
林
水
産
大
臣

玉
沢
徳
一
郎
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